
　　　　　　

第１種使用

国　内　の　制　度

　　

研究開発（実験室や
　　閉鎖系温室等）　　　　　　　

隔離ほ場に
おける使用

・必要に応じて文部
　科学大臣の確認を
　事前に受ける必要

・模擬的環境利用
のための科学的
情報を収集　　　

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の
多様性の確保に関する法律（カルタヘナ法）

一般ほ場に
おける使用

・生物多様性影響
評価を行い、農林
水産大臣・環境大
臣の承認を受け
る必要

・一般ほ場における
使用のための科学
的情報を収集

・生物多様性影響
評価を行い、農林
水産大臣・環境大
臣の承認を受け
る必要

農　林　水　産　省　・　環　境　省文部科学省

食品衛生法に基づく
手続き　　　　　　

・食品安全委員会に
よるリスク評価及び
厚生労働大臣によ
る承認が必要

飼料の安全性の確保
及び品質の改善に関
する法律（飼料安全法）
に基づく手続き　　　　　　

・食品安全委員会に
よるリスク評価及び
農林水産大臣によ
る承認が必要

商　
　
　

品　
　
　

化

非食品用途（花など）

第２種使用

遺伝子組換え農作物は、実際に栽培したり、食べたりする前に、これまでの農作物と同じくらいに安全に利用できる
ことが評価され、その結果、安全性が確認されたものが、一般に出回るようになっています。

（食品利用）

（飼料用）

＋

＋




